
 

 

 

 

 

日頃“ちくかんリース”をご利用いただき感謝申し上げます。 

 

“ちくかんリース”を適切に進めるために、借受希望者の経営状況等を審査して

ご利用の可否を判断させていただきますが、その標準的な審査期間は、国の関連通

達に準拠して貸付申請書のご提出から 1月半以内を目途に実施して参ります。 

                 （国の関連通達：農業経営改善関係資金基本要綱） 

 

畜産環境整備機構では、今後も、各団体の助成を活用したリース事業の構築をは

じめ、自主的なリース事業の創出に努めて参ります。 

 

皆様の積極的な“ちくかんリース”のご利用をお待ちしております。 

  

                              平成 29年 4月 

 

ちくかんリースのご利用に当たってのお知らせ 

 

 


